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「女性活躍推進法」成立に関する申し入れ

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律「女性活躍推進法」が平成２７年８月

２８日に成立した。そして今年４月１日に同法律の一部（事業主行動計画の策定）が公布

・施行された。

これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力

を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込ん

だ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共

団体、民間企業等）に義務付けられた。

常時雇用する労働者が３０１人以上の民間企業等にあっては平成２８年４月１日までに

所轄の労働局へ指定された内容を報告するようになっていると考える。

よって、法律の趣旨に沿って社内で適用していくために以下のとおり申し入れるので早

急に協議の場を設定すること。

記

１．法律の内容を全社員へ周知すること。

２．４月１日までに、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届

け出、③情報公開などを行う必要がある。既に提出した①②③の詳細を明らかにする

こと。

３．以上の項目２の課題を明らかにして、「課題分析」を行うようになっている。各事業

主に課せられた「課題分析」（女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情につ

いての分析）」の①女性採用比率 ②勤務年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管

理職比率、の項目①②③④毎に詳細を明らかにすること。

４．項目３の「課題分析」の結果にふまえて女性の活躍推進にむけて①行動計画の策定

②都道府県労働局への届出 ③労働者への周知 ④外部への公表、を行うようにな

っている。各項目①②③④毎に詳細を明らかにすること。

５．上記項目４の課題実施後に「自社の女性の活躍に関する情報を公表」することとなっ

ている。いつどのような形で公表するのか明らかにすること。

６．厚生労働省ＨＰで、女性の活躍推進に関する取組のリーディングカンパニーの取組事

例の好事例集の運輸業部門でＪＲ東日本会社が紹介されている。会社は行動計画の策

定や届け出は行っていないのか。会社の見解を明らかにすること。
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